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配慮を要する子の空間（その２） 

※「障がい」の表記について  

各務原市では、「障害者」を「障がい者」「障がいのある人」などと表記して、「害」の 字が

持つマイナス（否定的）イメージが与える不快な心情を和らげるなど、障がい者の人権尊重を

推進するとともに、行政のこうした取り組みを通じて障がい者や障がい福祉に対する市民の理

解を促進し、共生社会の実現を目指しています。本資料では「害」の字を可能な限りひらがな

で表記することとしています。ただし、法令や条例等に基づく法律用語や既存の計画、団体等

の固有名称、国の各種調査結果等については、これまで通り「害」の字を使っているケースが

あります。このため、本資料においては「がい」と「害」の字が混在する表記となっています。 

 

背景                                                                     

■特別支援教育 

◆「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」（令和４年３月文部科学省）

（抜粋） 

学び 〉〉〉 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向け、柔軟で創造的な学習空

間を実現する 

ⅸ）多様な教育的ニーズのある児童生徒への対応 

（児童生徒の多様化への対応） 

 ・学校には様々な特性を持つ子どもが存在し、これらの特性が複合しているケースもある。子

どもたちが多様化する中で、個別最適な学びを実現しながら、学校の多様性と包摂性を高

めることが必要であり、施設環境も柔軟に対応していくことが重要である。 

 ・子どもの理解度や認知の特性等に応じて自分のペースで安心して学ぶことができるよう、

ICT も活用しつつ、個別学習や少人数学習など多様な学習形態に対応できる多目的な空

間を整備することが重要である。 

 ・外国籍の児童生徒に加え、日本国籍ではあるが日本語指導を必要とする児童生徒も増加

していることを踏まえ、個別にサポートができるスペースを確保することが重要である。 

 ・様々な困難に直面し、教室に入りづらい児童生徒や、不登校児童生徒などの多様な子ども

たちに対応していくため、余裕教室の活用等により、教育相談や学習支援、生徒指導のため

の別室の整備を進めることが重要である。また、これらの支援の場や、保健室、保護者等の

ための相談スペース等について、ICTを活用した学習・指導が行える環境を整えるとともに、

安心して使用できるよう、リラックスできる場とすることが重要である。 

 

◆「学校施設のバリアフリー化の加速に向けた取組事例集」（令和 4 年 6 月 文部科学省大

臣官房文教施設企画・防災部施設企画課）（抜粋） 

  近年、少子化の影響により児童生徒数が減少傾向にある中で、特別支援学級に在籍する

児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒の数は増加傾向にあり、公立小中学校等の約８

割に特別支援学級が設置されている。 
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◆「特別支援教育の現状等」（令和３年 10月 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を

必要とする児童生徒に関する調査有識者会議）（抜粋） 

 

特別支援教育の現状 

  障がいのある子どもに対し、多様な学びの場において、少人数の学級編制、特別の教育課

程等による適切な指導及び支援を実施。 

 特別支援学校 
小・中学校等 

特別支援学級 通級による指導 

概要 

障がいの程度が比較的重い子ど

もを対象として、専門性の高い教

育を実施 

障がいの種別ごとの学級を編制し、

子ども一人一人に応じた教育を実

施 

大部分の授業を在籍する通常

の学級で受けながら、一部の時

間で障がいに応じた特別な指導

を実施 

対象障がい

種と人数 

(※令和 2年度) 

視覚障がい(約 5,000人) 

聴覚障がい(約 7,900人) 

知的障がい(約 133,300人) 

肢体不自由(約 30,900人) 

病弱･身体虚弱(約 19,200人) 

 

※重複障がいの場合はダブルカ

ウントしている 

 

合計:約 144,800人 

(平成 22年度の約 1.2倍) 

知的障がい(約 138,200人) 

肢体不自由(約 4,700人) 

病弱･身体虚弱(約 4,300人) 

弱視(約 600人) 

難聴(約 2,000人) 

言語障がい(約 1,500人) 

自閉症･情緒障がい(約 151,100

人) 

 

合計:約 302,500人 

(平成 22年度の約 2.1倍) 

言語障がい(約 39,700人) 

自閉症(約 25,600人) 

情緒障がい(約 19,200人) 

弱視(約 200人) 

難聴(約 2,200人) 

学習障がい(約 22,400人) 

注意欠陥多動性障がい(約

24,700人) 

肢体不自由(約 120人) 

病弱･身体虚弱(約 50人) 

(令和元年度現在) 

合計:約 134,200人 

(平成 21年度の約 2.5倍) 

幼児児童生

徒数 

(※令和 2年度)  

幼稚部:約 1,300人 

小学部:約 46,300人 

中学部:約 30,600人 

高等部:約 66,600人 

義務教育段階の全児童生徒の

0.8% 

小学校:約 218,000人 

中学校:約 84,400人 

義務教育段階の全児童生徒の

3.1% 

小学校:約 116,600人 

中学校：約 16,800人 

高等学校：約 800人 

（令和元年度現在） 

義務教育段階の全児童生徒の

1.4% 

学級編制 

定数措置 

（公立） 

【小・中】１学級６人 

【高】１学級８人 

※重複障がいの場合、１学級３人 

１学級８人 【小・中】13人に１人の教員を

措置 

※平成 29年度から基礎定数

化 

【高】加配措置 

教育課程 

各教科等に加え、「自立活動」の

指導を実施。障がいの状態等に

応じた弾力的な教育課程が編成

可。 

※知的障がい者を教育する特別

支援学校では、知的障がいの

特性等を踏まえた教科を別に

設けている。 

基本的には、小学校・中学校の学習

指導要領に沿って編成するが、実態

に応じて、特別支援学校の学習指

導要領を参考とした特別の教育課

程が編成可。 

通常の学級の教育課程に加え、

又はその一部に替えた特別の教

育課程を編成。 

【小・中】週１～８コマ以内 

【高】年間７単位以内 

それぞれの児童生徒について個別の教育支援計画（家庭、地域、医療、福祉、保健等の業務を行う関係機関

との連携を図り、長期的な視点で教育的支援を行うための計画）と個別の指導計画（一人一人の教育的ニ

ーズに応じた指導目標、内容、方法等をまとめた計画）を作成。 

※通常の学級における発達障がい(LD･ADHD・高機能自閉症等)の可能性のある児童生徒：6.5%程度の在籍率(平成 24年

文部科学省の調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるもので

ない点に留意｡)  



第 9回各務原市学校建替基本方針策定委員会：資料 3 

3 

■特別支援学級 

障がいの種別ごとの学級を編制し、子ども一人一人に応じた教育を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第 9回各務原市学校建替基本方針策定委員会：資料 3 

4 

（参考）学校教育法 

第八十一条 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校において

は、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要と

する幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又

は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。 

② 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれか

に該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 

一知的障害者 

二肢体不自由者 

三身体虚弱者 

四弱視者 

五難聴者 

六その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの 

③ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学

級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。 

 

（参考）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（抜粋） 

学校の種類 学級編制の区分 一学級の児童又は生徒の

数 

小学校（義務教育学校の

前期課程を含む。次条第二

項において同じ。） 

同学年の児童で編制する

学級 

三十五人 

二の学年の児童で編制す

る学級 

十六人（第一学年の児童を

含む学級にあつては、八

人） 

学校教育法第八十一条第

二項及び第三項に規定す

る特別支援学級（以下この

表及び第七条第一項第五

号において単に「特別支援

学級」という。） 

八人 

中学校（義務教育学校の

後期課程及び中等教育学

校の前期課程を含む。同項

において同じ。） 

同学年の生徒で編制する

学級 

四十人 

二の学年の生徒で編制す

る学級 

八人 

特別支援学級 八人 
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■通級による指導 

大部分の授業を在籍する通常の学級で受けながら、一部の時間で障がいに応じた特別な指

導を実施 

 

通級による指導を受けている児童生徒数の推移（各年度５月１日時点） 
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■不登校 

◆「令和４年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 

結果について」（令和５年１０月 文部科学省初等中等教育局児童生徒課）（抜粋） 

不登校児童生徒数の推移のグラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不登校児童生徒の割合(１，０００人当たりの不登校児童生徒数)の推移のグラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査対象：国公私立小・中学校（小学校には義務教育学校前期課程、中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校

前期課程、高等学校には中等教育学校後期課程を含む。） 

 ・小・中学校における長期欠席者のうち、不登校児童生徒数は 299,048人（前年度

244,940人）であり、児童生徒 1,000人当たりの不登校児童生徒数は 31.7人（前年

度 25.7人）。 

 ・不登校児童生徒数は 10年連続で増加し、過去最多となっている。 
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◆誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策「COCOLOプラン」R5.3.31 

文部科学省（抜粋） 

不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにすることを目指し、 

１．不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える 

２．心の小さな SOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する 

３．学校の風土の「見える化」を通じて、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする 

ことにより、誰一人取り残されない学びの保障を社会全体で実現するためのプラン 

○校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム等）の設置促進（落ち着いた空間で学

習・生活できる環境を学校内に設置） 

○快適で温かみのある学校環境整備 

○学校を、障害や国籍言語等の違いに関わらず、共生社会を学ぶ場に 

 

 

（参考）不登校の要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）「主たるもの」については、「長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した児童生徒全員につき、主たる要因を一つ選択。 

（注２）「主たるもの以外にも当てはまるもの」については、主たるもの以外で当てはまるものがある場合は、一人につき２つまで選

択可。 

（注３）下段は、不登校児童生徒数に対する割合。 

出典：「令和４年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」（令和５年１０月 文部

科学省初等中等教育局児童生徒課）（抜粋） 
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現状と課題          

各務原市における小学校・中学校の支援状況 

小学校・

中学校 

通常の学級 

 ・困り感への合理的配慮 

通級指導教室*¹ 
・通常の学級での支援へつなぐ 

・言語、LD・ADHD等 

心の教室*² 
・不登校傾向にある児童生徒への支援 

（日本語指導教室）*³ 
・言葉の壁がある児童生徒への支援 

特別支援学級*４ 

・実態に合わせた教育課程 

・知的障がい、自閉症、情緒障がい、肢体不

自由、難聴 

 うぐいす教室*5 
・特別支援学級に籍を置く児童生徒のため

の言語通級指導教室 

特別支援学校 ・特別な教育課程（個に応じた手厚い支援） 

＊1：通級指導教室： 通常の学級に籍を置く児童生徒が、通常の学級での指導に加えて、週

に１～２時間程度の支援を受けるための教室。通級指導教室の設置がない学校の児童生

徒は、保護者の送迎により他の学校へ該当時間のみ通う。（設置校は、p14を参照） 

＊2：心の教室： 別室登校による居場所づくり。通常の学級に籍を置く児童生徒が、教室に入

りづらい不登校傾向にある児童生徒パーティション等を使用した仕切りやソファーを設け

るなどの工夫により、リラックスできる空間となるようにしている。中学校は、H11 より、小

学校はＲ4 より設置している。「学習活動室」との名称を使う学校もある。 

    人に見られない配慮を要する子には、車を横付けし直接教室へ登校できると良い。 

＊3：日本語指導教室： 通常の学級に籍を置く児童生徒が、通常の学級から一時的に離れ日

本語や教科でわからない言葉などについて支援を受ける教室。 表中の記載は、空き教室

を利用するため（  ）で示す。 

＊4：特別支援学級： 在籍する児童生徒のための教室。1学級最大 8名のため、普通教室を

カーテンやパーティション等で状況により仕切って使用する場合が多い。（その場合は、利

用状況により奥行方向が狭い場合もある。）Ｒ5時点で、児童生徒数は減少傾向にある

中において特別支援学級数は増加傾向にあり、今後の教室確保を見据えた配置を検討

する必要がある。 

＊５：うぐいす教室： 特別支援学級に在籍する児童生徒が、特別支援学級での指導に加えて、

言語指導の支援を受けるための教室。那加第二小学校、八木山小学校に設置。設置がな

い学校の児童生徒は、保護者と同伴で他の学校へ該当時間に通う。 
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ｃf.相談室（面談室）： 教職員と児童生徒や保護者と個別で面談が可能な空間。 

外へ声が漏れにくい少し奥まった場所を利用することが多い。 

 

上記以外の支援状況 

Futuro教室： 那加第二小学校内に設置（利用時間：月～金曜日 午前 9時～午後 3時） 

・日本国外から来日して間もない等、日本語の習得が不十分な児童生徒に対して、日本

語の初期指導や学校への適応指導を集中的に行う教室。 

 

各務原市における課題 

 ■アンケート調査結果より 

・通常学級での課題（困りごと）は、「教室内にクールダウンの場所がない」の回答が半数以

上（55.2％）であった。 

・これからの学校施設への期待（これからの学校に必要なこと）については、「教室内にクー

ルダウンスペースを整備」が約半数（49.6%）であった。 

 ・心の教室（アンケート調査上は「相談室（適応指導教室）」）の課題では、「室内の個別スペ

ースの不足」が 33.3%で、無回答を除いて最も多かった。 

・これからの学校で、心の教室に必要なことについては、「児童・生徒が通いやすい配置（保

健室に近接しているなど）」が 49.3%で最も多かった。 

 

■アンケート調査結果を受けて 

 ・クールダウンのためのスペースがない、または不足している学校が多く、現場の教職員の声

として、クールダウンのためのスペースが求められている 

 ・心の教室については、児童・生徒が通いやすい配置が求められており、室内の個別スペース

も望まれている 
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検討内容                                                                 

配慮を要する子の空間についての基本的な考え方（案） 

➢ クールダウン、医療的ケアへの配慮 

・クールダウンに利用できるスペースを設ける。 

・医療的ケアの実施に配慮されたスペースを設けることが望ましい。 

・いずれについても、設置場所は、利用しやすい場所を検討する。 

➢ 通級指導教室、心の教室、特別支援学級の教室への配慮 

・安心して使用できるようリラックスできる場とする。教室の仕様は、普通教室に準ずる。 

・ICTを活用した学習・指導が可能な環境を整える。 

・個別に児童生徒やその保護者が教職員と落ち着いて対話できるスペースを 

確保することが望ましい。 

・配慮を要する子に必要な教室数の増加に備え、通級指導教室、心の教室、 

特別支援学級の教室に転用可能なスペースをあらかじめ想定しておくことが望ましい。 

 

配慮を要する子の空間についての基本的な考え方（案）の趣旨 

■通級指導教室（うぐいす教室を含む） 

・支援をうける児童生徒が、通常の学級から一時的に来訪することを踏まえ、個々の状況に応

じ、適切な時間に適切な支援を受けることができる空間を確保する。 

・他校からの利用に配慮し、車での送迎がしやすく校舎への出入りが容易な配置を検討する。 

■心の教室 

・教室に入りづらい児童生徒など、多様な児童生徒が落ち着いて学ぶことができる空間を確

保する。 

・車から教室へ直接登校できるなど、児童生徒の通いやすさに配慮した配置とする。 

・教室内は状況に応じてレイアウト変更しやすい仕様とすることが望ましい。 

■特別支援学級の教室 

・学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服するための自立活動等の多様な学習活

動等に柔軟に対応できる空間を確保する。 

・特別支援学級の児童生徒が、教職員や他の児童生徒からのサポートの得やすく、安全かつ

円滑に学級の枠組みを超えた交流及び共同学習をしやすい配置や動線へ配慮する。 
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参考資料                                                                          

配慮を要する子の空間等の現状 ※第 4回策定委員会：資料 4 より抜粋 

■那加中学校の現状 

心の教室  

 

      

 

 

     

入口／2階 東端 

（中が直接見えないような配慮） 

窓側向きの席 

 

 

 

     

 

 

      

 

窓側向きの席と後ろ向きの席 

（生徒にあわせ配置変更をしている模様） 

パーティションは、掲示にも利用 

 

 

      

 

 

      

 

 

全体 1（入口見返し） 

（通常教室より広いスペースを利用） 

全体 2（教室の前から後ろを見る） 

（ソファーもある） 
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特別支援学級  

  

知的：Ａ組（前方） 

（特別支援学級は、最大 8人/クラス） 

知的：Ａ組（後方） 

（左隅カーテン内：物置兼着替えスペース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的：Ａ組（ロッカー部分） 

 

特別支援教室（1/2サイズ） 
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■蘇原第一小学校の現状 

相談室 

 

 

 

 

 

児童の相談、クールダウンにも使うことがある

スペース 

（少し奥まった静かな場所） 

 

 

特別支援学級  

  

知的：わかば３（全体） 

（特別支援学級は、最大 8人/クラス） 

知的：わかば３（前半分） 

（カーテンで分割して利用することもあり） 
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※出典：令和５年度 一人一人が力を発揮できる環境へ ～自立と参加～ 各務原市教育委員会 VOL.50 
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■第１回アンケート調査結果（該当部分の抜粋） 

 

学校施設について 

【通常学級の教室について】 教職員アンケートより 

○あなたの学校で、通常学級の教室とそれに関連する機能について教育活動や児童・生徒の学校生活に

かかる課題（困りごと）はありますか。（あてはまるもの全て） 

・通常学級での課題（困りごと）では、全体でみると「児童・生徒の収納スペースの不足」が 68.6％で最も多く、

次いで、「教職員の執務・収納スペースの不足」59.0％、「教室内にクールダウンの場所がない」55.2％、そ

の他でもスペースに関して、「児童・生徒の更衣室スペースの不足」が 46.2％、「現在の普通教室の広さでは

狭い」が 43.5％と 4割以上の教職員がスペースが足りていないと感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談室（適応指導教室）】 教職員アンケートより 

○相談室（適応指導教室）と、それに関連する機能について、教育活動や児童・生徒の学校生活にかかる

課題（困りごと）はありますか。（あてはまるもの全て） 

・相談室（適応指導教室）の課題では、「室内の個別スペースの不足」が 33.3％で多くなっている。 

・「その他」の具体的な課題内容として、「対応教員の不足」や「様々な対応ができるようなスペースの不足」が

あげられている。 
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これからの学校施設への期待（これからの学校に必要なこと） 

 

【通常学級の教室に関して】 教職員アンケートより 

○これからの学校で通常学級の教室に必要と思われることを選択してください。（あてはまるもの全て） 

・これからの通級学級の教室に必要と思われることでは、全体でみると「個別最適な学びと協働的な学びが一

体的に実現されるゆとりのある教室の広さ」が 75.8％で最も多く、次いで「児童・生徒の収納スペースの拡

大」が 73.1％、「収納スペースの配置の工夫」が 69.5％となっている。 
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【相談室（適応指導教室）】※特別支援学級(固定・通級)とは別 教職員アンケートより 

○これからの学校で、相談室（適応指導教室）に必要なことを選択してください。（あてはまるもの全て） 

・相談室（適応指導教室）に必要なことでは、全体でみると「児童・生徒が通いやすい配置（保健室に近接して

いるなど）」が 49.3％で最も多く、次いで「落ち着くために休養できる小スペースの確保」が 40.0％、「気持

ちを落ち着かせることのできる配色や質感への配慮」が 38.6％となっている。 

・「その他」の内容では、「クールダウンスペースがない」や「個別対応できる場所の不足」などがあげられてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


